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議案第 11 号 

 

平成２２年度生駒市一般会計補正予算（第４回） 

 

平成２２年度生駒市の一般会計の補正予算（第４回）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５９２，０８９千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３３，７１４，６２３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表地方債補正」による。 

 

平成２３年３月７日提出 

                       生駒市長 山 下  真 
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

10 地方交付税     3,601,954        73,373     3,675,327

 1 地方交付税     3,601,954        73,373     3,675,327

14 国庫支出金     3,849,347       265,586     4,114,933

 1 国庫負担金     3,494,123         3,035     3,497,158

 2 国庫補助金       311,290       262,551       573,841

15 県支出金     2,019,412        73,230     2,092,642

 1 県負担金       877,574        73,230       950,804

18 繰入金     1,102,268         2,000     1,104,268

 2 特別会計繰入金             0         2,000         2,000

21 市債     2,569,200       177,900     2,747,100

 1 市債     2,569,200       177,900     2,747,100

歳     入     合     計    33,122,534       592,089    33,714,623
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歳 出
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

 2 総務費     4,426,260        73,373     4,499,633

 1 総務管理費     3,486,167        73,373     3,559,540

 3 民生費    11,123,424       112,155    11,235,579

 2 児童福祉費     5,195,581        10,469     5,206,050

 5 国民健康保険費       491,148       101,686       592,834

 4 衛生費     3,395,310         2,789     3,398,099

 1 保健衛生費     1,192,290         2,789     1,195,079

 5 産業経済費       325,226         2,800       328,026

 2 商工費       179,016         2,800       181,816

 8 教育費     4,197,887       400,972     4,598,859

 2 小学校費       549,728       360,501       910,229

 3 中学校費       278,208         4,000       282,208

 4 幼稚園費       852,317       -18,000       834,317

 5 社会教育費     1,099,993        54,471     1,154,464

歳     出     合     計    33,122,534       592,089    33,714,623
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１　追加 [単位　千円]

２　変更 [単位　千円]

衛 生 費
保 健 衛 生 費 母 子 保 健 事 業 １，０７３

中 学 校 教 育 振 興 事 業 ４，０００

土 木 費

教 育 費

教 育 費 小 学 校 費
小 学 校 施 設
整 備 事 業

４６，７００
小 学 校 施 設
整 備 事 業

４２２，３１３

介 護 保 険 円 滑 導 入 事 業 ４１，８１２

事　業　名 金　額

清 掃 費 ご み 減 量 化 対 策 事 業

中 学 校 費

４，１５６

道 路 橋 梁
及 び 河 川 費

都 市 計 画 費

第　２　表　繰　越　明　許　費　補　正

款 項 金　　額事　業　名

児 童 福 祉 費 子 ど も サ ポ ー ト セ ン タ ー 事 業 ８０９

社 会 福 祉 費
民 生 費

４６，７００

款 項
補　正　前 補　正　後

事　業　名

社 会 教 育 費

幼 稚 園 費

１１０，０００

金　額

中 央 公 民 館 施 設 整 備 事 業 ６０，４７１

谷 田 大 路 線 街 路 整 備 事 業 １４，０００

６，７６６

道 路 橋 梁 維 持 補 修 事 業

松ヶ丘通り線
街路整備事業

６０，０００
松ヶ丘通り線
街路整備事業

土 木 費 都 市 計 画 費

北 田 原 南 北 線 改 良 事 業

２６，０００

幼 稚 園 施 設 整 備 事 業
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議案第 12 号 

 

平成２２年度生駒市国民健康保険特別会計補正予算（第４回） 

 

平成２２年度生駒市の国民健康保険特別会計の補正予算（第４回）は、次に定

めるところによる。 

（歳入予算の補正） 

第１条 歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入予算の金額は、「第１表歳入予算補正」による。 

 

平成２３年３月７日提出 

                       生駒市長 山 下  真 
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第 １ 表 歳 入 予 算 補 正
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議案第 13 号 

 

平成２２年度生駒市老人保健特別会計補正予算（第１回） 

 

平成２２年度生駒市の老人保健特別会計の補正予算（第１回）は、次に定める

ところによる。 

（歳出予算の補正） 

第１条 歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

出予算の金額は、「第１表歳出予算補正」による。 

 

平成２３年３月７日提出 

                       生駒市長 山 下  真 
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第 １ 表 歳 出 予 算 補 正
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議案第 14 号 

 

平成２２年度生駒市下水道事業特別会計補正予算（第２回） 

 

平成２２年度生駒市の下水道事業特別会計の補正予算（第２回）は、次に定め

るところによる。 

 （繰越明許費の補正） 

第１条 繰越明許費の追加及び変更は、「第１表繰越明許費補正」による。 

 

平成２３年３月 7 日提出 

                       生駒市長 山 下  真 
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１　追加 [単位　千円]

２　変更 [単位　千円]

第　１　表　繰　越　明　許　費　補　正

款 項

下 水 道 管 渠 維 持 補 修 事 業 ５，０００

金　　額事　業　名

補　正　前 補　正　後

事　業　名 金　額 事　業　名 金　額

下 水 道 費下 水 道 費

下 水 道 費 下 水 道 費
公 共 下 水 道
管渠整備事業

４００，０００
公 共 下 水 道
管渠整備事業

２５０，０００

款 項
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議案第 15 号 

 

生駒市公告式条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２３年３月７日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市公告式条例の一部を改正する条例 

生駒市公告式条例（昭和２５年９月生駒市条例第１６号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第２項を次のように改める。 

２ 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。 

附 則 

この条例は、平成２３年３月３１日から施行する。 
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議案第 16 号 

 

生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例の制定につ 

いて 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２３年３月７日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、市民活動団体の行う事業に対し、１８歳以上の市民の選択

の結果を考慮して生駒市市民活動支援金（以下「支援金」という｡)を交付する

制度（以下「市民活動団体支援制度」という｡)を設けることにより、市民の市

民活動に対する理解及び関心を高めるとともに、市民活動の更なる促進を図

り、もって市民相互による協働のまちづくりを推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) １８歳以上の市民 第６条第１項の規定による届出を行う日の属する年

度の６月１日現在において、本市の住民基本台帳に記録され、又は外国人登

録原票に登録されている１８歳以上の者をいう。 

(2) 市民活動団体 自主的かつ営利を目的としない活動を行う団体であっ

て、福祉の増進、環境の保全、文化又はスポーツの振興、青少年の健全育成
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その他の社会貢献に係る活動を行う団体のうち、次に掲げる要件に該当する

ものをいう。 

ア 市内に事務所を有し、かつ、市内において活動を行っている、又は今後

行う予定があること。 

イ 規約、会則、定款等を有していること。 

ウ 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。 

  エ 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと。  

  オ 国又は地方公共団体の出資に係る法人等でないこと。 

  カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう｡)又はその構成員（暴

力団の構成団体の構成員を含む｡)の統制の下にある団体その他反社会的活

動を行うおそれのある団体でないこと。  

  キ 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。  

（支援対象事業） 

第３条 支援金の交付の対象となる事業（以下「支援対象事業」という｡)は、市

民活動団体の行う事業のうち、次に掲げる要件に該当するものとする。 

 (1) 市内において行うものであること。 

(2) 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）別表に掲げる活動その

他の社会貢献に係る活動を行うものであること。 

(3) 営利を目的としないものであること。 

(4) 市民を主たる対象とするものであること。 

(5) 支援対象事業を行う市民活動団体の構成員のみを対象とするものでない

こと。 

(6) 支援金の交付を受けようとする年度に本市から支援対象事業に係る別の

補助金等の交付を受けていないこと。 
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２ 前項の規定にかかわらず、同項第１号又は第４号に掲げる要件に該当しない

事業であっても、市民活動団体支援制度を設けた趣旨に合致していると市長が

認める事業については、支援対象事業とする。 

３ 支援対象事業は、１市民活動団体につき、本市の１会計年度当たり１件とす

る。 

 （支援対象経費） 

第４条 支援金の交付の対象となる経費（以下「支援対象経費」という｡)は、支

援対象事業に要する経費のうち、規則で定めるものとする。 

（市民活動団体の登録） 

第５条 市民活動団体は、支援金の交付を受けようとするときは、市長の登録を

受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による登録を行うときは、生駒市市民活動団体支援制度

審査会の審査を経なければならない。 

（支援対象登録団体の選択等） 

第６条 １８歳以上の市民は、本人の意思に基づき、前条第１項の規定による登

録を受けた市民活動団体（以下「支援対象登録団体」という｡)のうちから支援

したい団体を３団体以内で選択し、市長に届け出ることができる。ただし、支

援対象登録団体を選択することを希望しない１８歳以上の市民は、生駒市市民

活動支援基金への積立てを指定し、市長に届け出ることができる。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出がこの条例及びこ

れに基づく規則等の規定に適合しているか否かを確認するものとする。この場

合において、市長は、当該届出が次に掲げるものと認めるときは、当該届出を

無効とすることができる。 

(1) １人につき２以上の届出をした場合の全ての届出 

(2) その他市長が不適合と認める届出 
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（市民１人当たり支援額等） 

第７条 前条第１項の規定による届出に係る１８歳以上の市民１人当たりの支援

金の額（以下「市民１人当たり支援額」という｡)は、当該届出を行う日の属す

る年度の６月１日現在における当該年度分の個人の市民税額の合計額の１パー

セントに相当する額を同日現在の１８歳以上の市民の数で除して得た額を考慮

して市長が定める額とする。 

２ 市長は、市民１人当たり支援額を定めたときは、速やかに公表するものとす

る。 

３ 前条第１項の規定により支援対象登録団体の選択を届け出た場合における１

８歳以上の市民１人当たりのそれぞれの支援対象登録団体に対する支援金の額

（以下「団体ごとの個人支援額」という｡)は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた額）とする。 

 (1) １団体を選択した場合 市民１人当たり支援額の全額 

 (2) ２団体を選択した場合 市民１人当たり支援額の２分の１に相当する額 

(3) ３団体を選択した場合 市民１人当たり支援額の３分の１に相当する額 

（支援金の交付の決定） 

第８条 市長は、支援対象登録団体に係る団体ごとの個人支援額を積算した額（

その額が支援対象経費の額の２分の１に相当する額を超えるときは、当該２分

の１に相当する額）又は５０万円のいずれか低い方の額を上限として、予算の

範囲内において当該支援対象登録団体に交付する支援金の額を定め、交付の決

定をするものとする。 

（実績報告） 

第９条 支援対象登録団体は、支援対象事業が完了したときは、速やかに、当該

支援対象事業の実績を市長に報告しなければならない。 
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２ 市長は、前項の規定による実績報告があったときは、生駒市市民活動団体支

援制度審査会の審査を受けなければならない。 

（支援対象登録団体等の遵守事項） 

第１０条 支援対象登録団体は、１８歳以上の市民の支援を得るために、過度な

広報活動又は不正若しくは不当な行為をしてはならない。 

２ １８歳以上の市民は、支援対象登録団体に対し、自らが利益を受けるため

に、不正又は不当な働きかけをしてはならない。 

（市民活動団体支援制度審査会） 

第１１条 市民活動団体支援制度及び生駒市市民活動支援基金の運用について、

市長の諮問に応じ調査審議するとともに、第５条第２項、第９条第２項及び規

則で定める事項の審査を行うため、生駒市市民活動団体支援制度審査会（以下

「審査会」という｡)を置く。 

２ 審査会は、委員７人以内をもって組織する。 

３ 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委

嘱し、又は任命する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任されることを妨げない。 

５ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規

則で定める。 

（市民活動支援基金） 

第１２条 市民活動の更なる促進を図るため、生駒市市民活動支援基金（以下「

基金」という｡)を設置する。 

２ 基金として積み立てる額は、第６条第１項ただし書の規定により基金への積
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立てを指定した１８歳以上の市民の市民１人当たり支援額の合計額を考慮して

一般会計歳入歳出予算に定める額とする。 

３ 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。 

４ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えるこ

とができる。 

５ 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編

入するものとする。 

６ 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び

利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができ

る。 

７ 基金は、第１項に規定する目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一

部を処分することができる。 

８ 前各項に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 
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議案第 17 号 

 

生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２３年３月７日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和

３１年１１月生駒市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 別表中 

 

附属機関の委員その他の構成員 日額 １４，０００ 

 

学 識 経 験 の あ る 者 と

し て 選 任 さ れ た 委 員

その他の構成員 

日額 １４，０００ 附属機関の委員

その他の構成員

上 記 以 外 の 委 員 そ の

他の構成員 

日額  ５，０００ 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

「 

「 

に改める。 

を 
」 

 

」 
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２ 改正後の生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生ずる報酬につい

て適用し、同日前に支給すべき事由の生じた報酬については、なお従前の例に

よる。 
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議案第 18 号 

 

生駒市市民生活に光をそそぐ基金条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２３年３月７日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市市民生活に光をそそぐ基金条例 

（設置） 

第１条 本市が国から交付を受ける住民生活に光をそそぐ交付金等により、地方

消費者行政並びにドメスティックバイオレンス対策、自殺予防等の弱者対策及

び自立支援に対する取組の強化を図るため、市民生活に光をそそぐ基金（以下

「基金」という｡)を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。 

 （基金の経理） 

第３条 基金の経理については、住民生活に光をそそぐ交付金により造成した部

分とそれ以外の部分とを区別して行うものとする。 

（管理） 

第４条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法

により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えるこ

とができる。 
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（運用益金の処理） 

第５条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金

に編入するものとする。 

（繰替運用） 

第６条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間

及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することが

できる。 

（処分） 

第７条 基金は、設置目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分

することができる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（この条例の失効） 

２ この条例は、平成２５年３月３１日限り、その効力を失う。この場合におい

て、基金に残額（第３条に規定する住民生活に光をそそぐ交付金により造成し

た部分に係るものに限る｡)があるときは、当該基金の残額を一般会計歳入歳出

予算に計上し、国庫に納付するものとする。 
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議案第 19 号 

 

生駒市母子医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２３年３月７日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市母子医療費助成条例の一部を改正する条例 

生駒市母子医療費助成条例（昭和５３年９月生駒市条例第３１号）の一部を次

のように改正する。 

題名を次のように改める。 

生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例 

第１条中「母子家庭の母子」を「ひとり親家庭の親子等」に改める。 

第２条中「母子家庭の母子」を「者」に改め、「（生活保護法（昭和２５年法

律第１４４号）による保護を受けている世帯に属する者を除く｡)で国民健康保険

法（昭和３３年法律第１９２号）による被保険者又は規則で定める社会保険各法

（以下「社会保険各法」という｡)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれ

らの者の被扶養者であるもの」を削り、同条第１号ア中「１８歳未満の児童（」

を削り、「者をいう。以下同じ」を「児童（以下「対象児童」という」に、「者

及びその１８歳未満の児童」を「もの」に改め、同号ウ中「イに掲げる児童」を

「エに掲げる者」に、「又は婚姻（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある場合を含む｡)をしたことのない女子」を「、婚姻をしたことの

ない女子、配偶者のない男子又は婚姻をしたことのない男子」に改め、同号ウを

同号オとし、同号イ中「１８歳未満の児童」を「対象児童」に改め、同号イを同
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号エとし、同号アの次に次のように加える。 

イ 母子及び寡婦福祉法第１７条に規定する配偶者（婚姻の届出をしていな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む｡)と死別した男子で現に

婚姻（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合

を含む。以下同じ｡)をしていないもの又はこれに準ずる者（以下「配偶者

のない男子」という｡)であって対象児童を現に扶養しているもの 

ウ ア又はイに掲げる者に現に扶養されている対象児童 

第２条第２号中「。ただし、生駒市内に住所を有する者に扶養又は養育されて

いる前号ア又はイの児童については、この限りでない｡｣を「（生駒市内に住所を

有する者に扶養され、又は養育されている前号ウ又はエに掲げる者のうち生駒市

外に住所を有するものを含む｡)」に改め、同条に次の２号を加える。 

(3) 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）による被保険者又は規則

で定める社会保険各法（以下「社会保険各法」という｡)による被保険者、組

合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者 

(4) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けていない者 

第３条第１項に次の１号を加える。 

 (4) 市長が別に規則で定める額 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２３年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例第３条第１項の規定は、この

条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日

前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 
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議案第 20 号 

 

生駒市立老人憩の家条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２３年３月７日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市立老人憩の家条例の一部を改正する条例 

生駒市立老人憩の家条例（昭和４６年７月生駒市条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条の２を削る。 

第１０条中「、老人憩の家のうち」及び「及び生駒市立老人憩の家萩の台分館

」を削る。 

附 則 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 
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議案第 21 号 

 

生駒市心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２３年３月７日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例 

生駒市心身障害者医療費助成条例（昭和４７年３月生駒市条例第２号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第１項第２号中「奈良県から」を「奈良県の」に改め、「療育手帳」の

次に「（当該手帳の交付の申請をしている者が他の都道府県等の手帳を所持して

いる場合は、奈良県から交付を受けるまでの間、当該他の都道府県等の手帳を奈

良県の療育手帳とみなす｡)」を加え、「Ａ」を「Ａ１若しくはＡ２」に改める。 

    附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第１項第２号の改正規

定（「Ａ」を「Ａ１若しくはＡ２」に改める部分を除く｡)は、平成２３年４月

１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の生駒市心身障害者医療費助成条例（以下「改正前の条例」という｡)

第２条第１項第２号の規定に該当して交付された改正前の条例第４条第１項に
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規定する証明書は、当該証明書の有効期間の満了する日までの間は、改正後の

生駒市心身障害者医療費助成条例（以下「改正後の条例」という｡)第２条第１

項第２号の規定に該当して交付された改正後の条例第４条第１項に規定する証

明書とみなす。 

３ この条例の施行の日前に奈良県から交付された療育手帳の程度がＡの者は、

改正後の条例第２条第１項第２号に規定する療育手帳の程度がＡ１又はＡ２の

者とみなして、改正後の条例の規定を適用する。 
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議案第 22 号 

 

生駒市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２３年３月７日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

生駒市国民健康保険条例（昭和３４年３月生駒市条例第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第５条第１項中「３８０，０００円」を「４２０，０００円」に改める。 

附則第４項を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の生駒市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産

について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。 
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議案第 23 号 

 

生駒市道路占用料に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

て 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２３年３月７日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市道路占用料に関する条例の一部を改正する条例 

生駒市道路占用料に関する条例（昭和３５年６月生駒市条例第９号）の一部を

次のように改正する。 

 第１条を次のように改める。 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、道路法（昭和２７年法律第１８０号。以下「法」という｡)

第３９条第２項の規定による占用料の額及び徴収方法並びに法第７３条第２項

の規定による延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。 

第３条の見出し中「納入」を「徴収方法」に改め、同条第１項本文を次のよう

に改める。 

  占用料は、法第３２条第１項若しくは第３項の規定により許可をし、又は法

第３５条の規定により同意をした占用の期間（電線共同溝に係る占用料にあっ

ては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号）第１

０条、第１１条第１項若しくは第１２条第１項の規定により許可をし、又は同

法第２１条の規定により協議が成立した占用することができる期間（当該許可

又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可を
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し、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日

から当該占用することができる期間の末日までの期間））に係る分を、当該占

用の許可又は同意をした際（電線共同溝に係る占用料にあっては、同法第１０

条、第１１条第１項若しくは第１２条第１項の規定により許可をし、又は同法

第２１条の規定により協議が成立した際（当該許可又は当該協議に係る電線共

同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立し

た日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した際））に徴収する。 

別表備考以外の部分中「６３０円」を「５６０円」に、「９７０円」を「８６

０円」に、「１，３００円」を「１，２００円」に、「５６０円」を「５００円

」に、「９００円」を「８００円」に、「１，２００円」を「１，１００円」

に、「５６円」を「５０円」に、「６円」を「５円」に、「５５０円」を「４９

０円」に、「３４０円」を「３００円」に、「１，１００円」を「１，０００円

」に、「４７０円」を「４２０円」に、「２４円」を「２１円」に、「３４円」

を「３０円」に、「５１円」を「４５円」に、「６７円」を「６０円」に、「１

００円」を「９０円」に、「１３０円」を「１２０円」に、「２４０円」を「２

１０円」に、「６７０円」を「６００円」に、「６００円」を「６１０円」に改

める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、第３条の改正規定

は、同年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に許可を受けている道路の占用に係る当該期間の占用

料の額については、改正後の生駒市道路占用料に関する条例別表の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 
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議案第 24 号 

 

生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部を改正する 

条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２３年３月７日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例（昭和６３年１２月生駒市条

例第２９号）の一部を次のように改正する。 

別表第１生駒市高山学研地区整備計画区域の項中「平成２１年６月３０日生駒

市告示第１２１号」を「平成２３年２月１０日生駒市告示第２８号」に改める。 

別表第２生駒市高山学研地区整備計画区域の部研究所ゾーンの項中「工場」の

次に「（同項第２号から第４号まで、第６号、第１５号、第１９号、第２２号及

び第２５号から第２７号までに掲げる事業を営む工場を除く｡)」を加え、「、地

下貯蔵槽により貯蔵される」を「、第１石油類、アルコール類､｣に、「及び第４

石油類並びに容量の合計が５万リットル以下の地下貯蔵槽により貯蔵される第１

石油類及びアルコール類」を「、第４石油類及び動植物油類」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 25 号 

 

生駒市景観条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２３年３月７日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市景観条例の一部を改正する条例 

生駒市景観条例（平成２２年１２月生駒市条例第３４号）の一部を次のように

改正する。 

第１条中「するとともに､｣の次に「景観形成基本計画の策定及び」を加える。 

第１８条を第２２条とする。 

第１７条第７項中「第９条第２項、第１０条及び第１２条」を「第１１条第２

項、第１２条及び第１４条」に改め、同条を第２０条とし、同条の次に次の１条

を加える。 

（景観アドバイザー） 

第２１条 市長は、市、市民及び事業者が行う景観の形成に向けた取組につい

て、専門的な助言を得るため、景観アドバイザーを置く。 

２ 景観アドバイザーの数は、３人以内とする。 

３ 景観アドバイザーは、景観の形成に関し専門的知識及び経験を有する者のう

ちから、市長が委嘱する。 

 第１６条を第１９条とする。 

第１５条中「第８条第７項第５号」を「第９条第７項第５号」に改め、同条を
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第１７条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（景観重要建造物及び景観重要樹木の指定） 

第１８条 市長は、法第１９条第１項の規定による景観重要建造物の指定又は法

第２８条第１項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あら

かじめ、生駒市景観審議会の意見を聴かなければならない。 

２ 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告

示しなければならない。 

３ 前２項の規定は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の変更又は解除に

ついて準用する。 

第１４条中「第８条第１項第１号」を「第９条第１項第１号」に改め、同条を

第１６条とする。 

第１３条を第１５条とし、第９条から第１２条までを２条ずつ繰り下げる。 

第８条第８項中「重点景観形成区域ごと」を「第６条第２項の規定により区分

する区域ごと及び景観形成地区ごと」に改め、同項に後段として次のように加え

る。 

この場合において、景観形成地区における規則で定める工作物及び規則で定

める規模は、同項に規定する区域ごとにおける規則で定める工作物及び規則で

定める規模にかかわらず、当該景観形成地区における規則で定める工作物及び

規則で定める規模によるものとする。 

第８条を第９条とし、同条の次に次の１条を加える。 

 （景観計画の遵守） 

第１０条 法第１６条第１項又は第２項の届出を要する行為をしようとする者

は、当該行為が景観計画に適合するようにしなければならない。ただし、市長

が景観アドバイザーの意見を聴いて良好な景観の形成に資すると認めるとき又

は市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。 
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 第７条を第８条とする。 

第６条第１項中「市長は､｣の次に「景観形成基本計画又は」を、「するときは

」の次に「、あらかじめ」を加え、同条第２項中「規定は､｣の次に「景観形成基

本計画又は」を加え、同条を第７条とする。 

第５条第１項中「総合的かつ先導的に」を削り、同条第３項中「重点景観形成

区域における」を削り、「重点景観形成区域ごと」を「第２項の規定により区分

する区域ごと及び景観形成地区ごと」に改め、同項に後段として次のように加

え、同項を同条第４項とする。 

 この場合において、景観形成地区における行為の制限に関する事項は、同項

に規定する区域ごとにおける行為の制限に関する事項にかかわらず、当該景観

形成地区の行為の制限に関する事項によるものとする。 

 第５条第２項中「特に重点的に良好な景観の形成の推進に取り組む必要がある

区域」を「景観上の特色を生かした良好な景観の形成の推進に取り組む必要があ

る地区」に、「重点景観形成区域」を「景観形成地区」に改め、同項を同条第３

項とし、同条第１項の次に次の１項を加え、同条を第６条とする。 

２ 市長は、景観計画の区域を自然景観区域、田園景観区域及び市街地景観区域

に区分するものとする。 

 第４条の次に次の１条を加える。 

 （景観形成基本計画） 

第５条 市長は、総合的かつ先導的な景観まちづくりを推進するため、景観形成

基本計画を策定するものとする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。 
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 （生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正） 

２ 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭

和３１年１１月生駒市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

  別表男女共同参画専門委員の項の次に次のように加える。 

 

景観アドバイザー 日額 １４，０００
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議案第 26 号 

 

生駒市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定 

について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２３年３月７日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

生駒市水道事業の設置等に関する条例（昭和４３年２月生駒市条例第１号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第３項中「１１８，５００人」を「１２２，０００人」に改め、同条第

４項中「５０，０００立方メートル」を「４５，０００立方メートル」に改め

る。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 27 号 

 

   生駒山麓公園ふれあいセンターの指定管理者の指定について 

 

 下記のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の

規定による指定管理者の指定を行うことについて、同項の規定により、議会の議

決を求める。 

記 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  生駒山麓公園ふれあいセンター 

２ 指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地 

  大新東・ナック共同体 

   構成団体（代表） 大新東株式会社 

            東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 

   構成団体     特定非営利活動法人ナック 

            大阪府堺市南区御池台一丁２７番１３－３１０号 

３ 指定の期間 

  平成２３年７月１日から平成２６年６月３０日まで 

 

  平成２３年３月７日提出 

                      生駒市長 山 下  真 
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議案第 28 号 

 

生駒市監査委員の選任について 

 

生駒市監査委員に下記の者を選任したいから、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

記 

住  所  生駒市●●●●●●●●●●● 

氏  名  井 上 圭 吾 

生年月日  昭和●●年●月●●日 

 

平成２３年３月７日提出 

                       生駒市長 山 下  真   
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議案第 29 号 

 

生駒市公平委員会委員の選任について 

 

生駒市公平委員会の委員に下記の者を選任したいから、地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求める。 

記 

住  所  生駒市●●●●●●●●●●●●●● 

氏  名  鳥 山 半 六 

生年月日  昭和●●年●月●日 

 

平成２３年３月７日提出 

                       生駒市長 山 下  真   
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議案第 30 号 

 

生駒市政治倫理審査会委員の委嘱について 

 

生駒市政治倫理審査会の委員に下記の者を委嘱したいから、生駒市政治倫理条

例（平成２０年６月生駒市条例第２５号）第８条第４項の規定により、議会の同

意を求める。 

記 

住  所  大阪府豊中市●●●●●●●●●●● 

氏  名  中 川 幾 郎 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

住  所  奈良県奈良市●●●●●●●●●●●● 

氏  名  景 山 良 一 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

住  所  奈良県磯城郡田原本町●●●●●●●●●●●● 

氏  名  横 田 保 典 

生年月日  昭和●●年●月●●日 

 

平成２３年３月７日提出 

                       生駒市長 山 下  真   
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